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 福岡市立学校の児童生徒又は教職員に新型コロナウイルス感染症の感染者が確認された

場合の学校の臨時休業に伴う放課後等デイサービス事業所の対応について（通知） 

 

 

 日頃より，障がい児福祉行政にご理解，ご協力いただきお礼申し上げます。 

福岡市立学校において，新型コロナウイルス感染症の感染者が確認された場合の学校の

臨時休業期間の目安及び対応等については，福岡市教育委員会から，当面の間，下記のと

おりとされております。 

 つきましては，当該休業期間における当該学校の児童の放課後等デイサービスの利用

は，感染防止の観点から，通所利用を自粛していただくよう保護者等へご説明お願いしま

す。 

 なお，通所を控えつつ居宅等での支援について要望があった場合については，代替サー

ビスの提供を可能としますので，別途，協議をお願いします。 

 

記 

 

１ 児童生徒又は教職員に感染者が確認された学校については，感染が確認された日の翌

日から３日間，原則，休校とする。ただし，土・日曜日，祝日を挟むときは，変更になる

場合がある。 

 

２ 感染者が在籍する学級については，感染が確認された日の翌日から１週間，原則，学

級閉鎖とする。 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

〒810-8620 福岡市中央区天神 1 丁目 8番 1号 

福岡市こども未来局 こども部 こども発達支援課 事業所指定・指導係  

(TEL)０９２－７１１－４１７８，(FAX)０９２－７３３－５５３４ 

事業者指定専用アドレス: syougaiji-jigyousyashitei@city.fukuoka.lg.jp 


